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第３章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

1 環境影響評価の項目 

対象事業に係る環境影響評価の項目は、「長野県環境影響評価技術指針」（平成

28 年１月改正、長野県告示第 18 号）の［様式］影響要因―環境要素関連表を基に、

事業の特性及び地域の特性を考慮し、環境に影響を及ぼすおそれのある環境要素と

して、大気質、騒音、振動、低周波音、水質、水象、土壌汚染、地形・地質、植物、

動物、生態系、景観、 触れ合い活動の場、文化財、廃棄物等、温室効果ガス等、そ

の他の環境要素（電波障害、光害）の 18 項目を選定した。 

方法書における環境影響評価の項目の選定結果は、表 3.1-1 に示すとおりである。 
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表
3
.
1
-
1
 

環
境

影
響

評
価

の
項

目
の

選
定

結
果

 

（ 小 区 分 ）

（
具

体
的

な
要

因
）

運
搬

（
機

材
・

資
材

・
廃

材
等

）
○

○
○

○
△

△
△

△

土
地

造
成

（
切

土
・

盛
土

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

△
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

樹
木

の
伐

採
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
△

掘
削

○
○

○
○

○
○

○
○

○
△

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

廃
材

・
残

土
等

の
発

生
・

処
理

○
○

○
○

○
※

○

送
電

線
（

地
下

埋
設

）
の

設
置

△
△

△
△

△

地
形

改
変

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

樹
木

伐
採

後
の

状
態

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

工
作

物
の

存
在

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

緑
化

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

△

騒
音

・
振

動
等

の
発

生
○

○
○

△
△

△
△

△

太
陽

光
パ

ネ
ル

等
の

交
換

・
廃

棄
△

○

注
1
）

本
事

業
で

は
、

地
域

・
地

権
者

と
の

合
意

な
ど

の
条

件
が

整
え

ば
発

電
事

業
を

継
続

し
て

行
う

計
画

と
し

て
お

り
、

現
在

の
と

こ
ろ

施
設

の
撤

去
に

つ
い

て
は

想
定

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

影
響

要
因

の
う

ち
「

供
用

終
了

後
の

影
響

」
は

選
定

し
て

い
な

い
。

　
2
）

本
事

業
で

は
、

維
持

管
理

等
に

農
薬

・
除

草
剤

等
を

使
用

し
な

い
計

画
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
影

響
要

因
の

う
ち

、
「

存
在

・
供

用
に

よ
る

影
響

」
の

「
農

薬
の

使
用

」
は

選
定

し
て

い
な

い
。

　
3
)
 
本

事
業

で
は

、
存

在
・

供
用

時
に

水
質

汚
濁

物
質

を
発

生
さ

せ
る

施
設

等
の

設
置

は
な

い
こ

と
か

ら
、

影
響

要
因

の
う

ち
、

『
存

在
・

供
用

に
よ

る
影

響
」

の
「

排
水

処
理

」
は

選
定

し
て

い
な

い
。

　
4
)
 
※

を
付

し
た

『
工

事
に

よ
る

影
響

』
の

廃
棄

物
に

つ
い

て
、

本
事

業
で

既
設

の
発

電
所

用
地

の
太

陽
光

パ
ネ

ル
を

更
新

す
る

場
合

に
は

、
こ

の
要

因
を

含
め

て
環

境
影

響
評

価
を

行
う

も
の

と
す

る
。

工 事 に よ る

影 響

存 在 ・ 供 用 に よ る

影 響

太
陽

光
パ

ネ
ル

の
存

在
等

パ
ワ

ー
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

等
の

稼
働

工
事

用
車

両
の

走
行

床
堀

（
管

渠
、

防
災

調
整

池
等

）

残 土 等 の 副 産 物

日 照 阻 害

電 波 障 害

風 害
光 害

温 室 効 果 ガ ス 等

そ
の

他
の

環
境

要
素

廃
棄

物
等

廃 棄 物

水 生 生 物

底 質

地 下 水 質

騒 音
地 形

環 境 基 準 が 設 定 さ れ て い る 物 質

粉 じ ん

そ の 他 必 要 な 項 目

環 境 基 準 が 設 定 さ れ て い る 項 目 及 び 物 質

そ の 他 必 要 な 項 目

区
分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
環

境
要

素

　
　

　
　

　
　

　
　

影
響

要
因

大
気

質
動

物

動 物 相

振 動

低 周 波 音

悪 臭

植
物

河 川 及 び 湖 沼

地 下 水

温 泉

利 水 及 び 水 面 利 用 等

水
質

水
象

植 物 相

生 態 系

景
観

触 れ 合 い 活 動 の 場

文 化 財

注 目 す べ き 種 及 び 個 体 群

景 観 資 源 及 び 構 成 要 素

主 要 な 景 観

土
壌

汚
染

地 盤 沈 下

地
形

・
地

質

保 全 機 能 等

環 境 基 準 が 設 定 さ れ て い る 項 目 及 び 物 質

そ の 他 必 要 な 項 目

注 目 す べ き 地 形 ・ 地 質

植 生
土 壌

注 目 す べ き 個 体 、 集 団 、 種 及 び 群 落

地 質

土 地 の 安 定 性

【
凡
例

】 ◎
：

重
点

化
項
目

（
調
査

、
予

測
及
び

評
価
を
詳

細
に
行

う
項
目

)

○
：

標
準

項
目
（

調
査
、

予
測

及
び
評

価
を
標
準

的
に
行

う
項
目

)

△
：

簡
略

化
項
目

(
調
査

、
予
測

及
び
評

価
を

簡
略
化

し
て
行
う

項
目
)

無
記
入

：
非

選
定

項
目
(
調

査
、

予
測
及

び
評

価
を
行

わ
な
い
項

目
)

※
グ

レ
ー

は
、
「
長

野
県
環

境
影
響

評
価

技
術
指

針
マ
ニ

ュ
ア
ル
」

（
平
成

2
8
年
1
0
月

、
長

野
県

環
境
部

）
の
記

載

例
そ
の

２
影
響

要
因
－

環
境
要

素
関
連

表
太

陽
光

発
電
所
（

森
林
地

域
へ
の

立
地
を

想
定

し
た
場

合
）
の

例

に
お
い

て
、
選
定

さ
れ
て

い
る
影

響
要

因
と
環

境
要
素

の
組
み
合

わ
せ
で

あ
る
。


